
平成 29 年度第１回総合教育会議次第 
 

日 時   平成 29 年 10 月 16 日 午後２時 
     場  所  ひかりプラザ５階教育資料室      

 
 
 
 １ 開会 
 
 
 
 
 
 ２ 協議・調整事項 
 
 

(1) 教員の働き方改革について        …資料１～６          
                 〔教育総務課・学校指導課〕 
 
 
 
 
  ３ その他 
 
   
 
 
 
 ４ 閉会 



 

教員の働き方改革について 

 

１．教員の勤務実態について 

  

○教員勤務実態調査（平成 28年度）の集計（速報値）について（概要） 

（平成 29年４月） 文部科学省 資料２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．国や東京都の動向  

 

国………学校における働き方改革に係る緊急提言（平成 29年８月）資料３  

     

 

 

 

 

 

     

東京都…東京都におけるチームとしての学校の在り方検討委員会報告書（平成29年２月）

（Ｐ35～36抜粋）一般教員の働き方改革に向けて 資料４   

 

 

  

 

 

 

 

    

 

  

 

 

【緊急提言】 

１．校長及び教育委員会は学校において「勤務時間」を意識した働き方を進めること 

２．全ての教育関係者が学校・教職員の業務改善の取組を強く推進していくこと 

３．国として持続可能な勤務環境整備のための支援を充実させること 

【特に重要と思われる検討すべき事項】 

・小学校における専科教員の拡大 

・中学校・高校における部活動の外部化 

・学校現場における業務改善 

・適正な勤務時間の管理 

（１）教員の１日当たりの学内勤務時間 

（２）教員の１週間当たりの学内総勤務時間 

（３）１週間当たりの学内総勤務時間数の分布（教諭と副校長・教頭） 

（４）学内勤務時間と持ち帰り業務時間の比較（１日当たり） 

（５）業務内容別の学内勤務時間（１日当たり） 

 

 

平 成 2 9 年 度 第 １ 回 
総 合 教 育 会 議  資 料 N o . １
教 育 総 務 課 ・学 校 指 導 課 
 



３．今後の取組について 

 

（１）意識改革の推進 

   ・教育委員会と学校は，働き方改革の目指す理念を共有し，一人一人が課題解決に向けて， 

     それぞれの立場から取組を実行していく。 

   ・地域や保護者への理解と協力を求める。 

 

 

（２）公立小学校事務共同実施（平成 30年度から試行実施）資料５ 

   【小学校西部】拠点校：六小 連携校：二小，五小，八小，十小 

            【小学校東部】拠点校：三小（未定）連携校：一小，四小，七小，九小 

                  【中学校】  拠点校：一中（未定）連携校：二中，三中，四中，五中 

 

 

 

 

 

      ⇒学内勤務時間が長い副校長の負担軽減が期待される。 

  

 

（３）部活動指導員の制度化（平成 29年４月１日施行）に伴う検討 

（部活動指導員の概要 出典：運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン 

作成検討委員会資料 資料６ ） 

     

 

  

      ⇒土日に負担が大きい部活動・クラブ活動について，負担軽減が期待される。 

 

 

（４）留守番電話機能付き電話機の活用 

   ・保護者から学校・教員への相談・問い合わせの電話連絡について，一定時刻までの対応と 

    することを，保護者へ協力を依頼する。緊急時の学校への連絡は学校携帯のみで対応する。 

    ・教育委員会事務局と学校との連絡について，一定時刻以降は緊急時を除き，極力行わないよ

うにする。 

      ⇒勤務時間外での保護者対応等が減り，退勤時刻が少しでも早くなることが期待される。 

     

 

    

【期待される効果】 

・副校長の事務負担の軽減，事務処理の正確性の向上，事務職員の人材育成の向上 

・共同実施の導入を契機に，校内での業務分担の見直しの機運向上 

・組織的・効率的な業務対応が可能となるほか，学校への支援体制も充実 

 

実施時期未定 

校長の監督を受け，部活動の技術指導や大会への引率等を行うことを職務とする 

「部活動指導員」を学校教育法施行規則に新たに規定。 































国分寺市立公立学校における学校事務の共同実施について 

 

１ 国分寺市立公立学校における学校事務の共同実施について 

   国分寺市内の公立小中学校における都費事務職員は，各校に１名配置され，教育職員

に関する多くの業務を担っているが，配置人数が１名であるために，過去，市内の学校

においても，都費事務職員が病気休暇等で長期に不在することで，その業務に支障をき

たすことが度々あった。また，近年，全国的に教員の多忙化が社会的な問題として取り

上げられ，学校内で教員，事務職員などの様々なスタッフがチームとして役割を分担し

協力していく，いわゆる「チーム学校」の構築が期待されている。 

   このような状況の下，東京都では，教員，とりわけ副校長の業務の軽減を目指して，

公立小中学校の各学校に共通する事務を共有化し，事務職員を組織化する，いわゆる学

校事務の共同実施の試行が平成 25 年度から江東区教育委員会及び武蔵村山市教育委員

会の２区市で始まった。都費事務職員が行っている多岐にわたる事務の中から，共通す

る事務とそれらを遂行する都費事務職員を拠点校に集約することで，都費事務職員を組

織化し，今よりも効率的な事務の執行を目的としている。また，今まで一人職場であっ

た都費事務職員を複数名，事務室に配置することで，職場内でのＯＪＴも期待でき，さ

らに，複数名いることで，急に病気等で休むことになった場合でも，日頃から協力体制

を整えることで従来よりも事務が円滑に遂行できるものとも考える。 

   平成 27 年度から３年間，検討委員会において，学校事務の共同実施について検討し，

平成 29年度の環境整備等の準備期間を経て，平成 30年度から試行実施を行う。 

 

２ 学校事務の共同実施について（イメージ図） 
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 支援員は，連携校におい

て，市費事務職員と協力し，

連携校との橋渡しだけでな

く，副校長補佐の役割も期待

されている。 

平 成 2 9 年 度 第 １ 回 
総 合 教 育 会 議  資 料 N o . ５
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小学校・中学校 拠点校及び連携校（案） 
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